
 

 

「静岡市出会いの機会創出イベント実施業務」に係る公募型プロポーザル質問に対する回答書 

 

 令和７年度ここ若委第３号 静岡市出会いの機会創出イベント実施業務における企画提案について、次のとおり質問に回答します。 

NO. 質問 回答 

１ 【仕様書５ 業務内容（２）イベント概要】 

市ホームページ上で過去のイベント実施内容について

も確認しておりま す。よろしければ「これまでのイベ

ント委託において最も課題として残 ったもの」や、「次

にリカバリーしたい事項」等ありましたらお伺いできま

すと幸いです。 

これまでイベントを実施してきた中では、女性及び若年層の集客が大きな課題で

あると認識しています。 

２ 【仕様書５ 業務内容（２）イベント概要】 

募集人数の合計が 100人以上とありますが、カウント

の仕方はどのようになりますか。 

例えば、交流会形式のイベントを３回開催し、１回目の募集人数が 50人（男女

各 25人）、２回目、３回目の募集人数が 30人（男女各 15人）である場合、募集

人数の合計は 110人となりますので、条件を満たします。 

３ 【仕様書５ 業務内容（２）イベント概要】 

「セミナー又はイベントであること」とはどちらでも

いいのでしょうか？又、オンライン開催でもよろしいで

しょうか。 

セミナーのみ、イベントのみの実施でも構いません。また、オンライン開催も可

能です。ただし、仕様書５ 業務内容（２）イベント概要オ（ア）に記載のとお

り、マッチングを行うことが必要です。 

４ 

 

【仕様書５ 業務内容（８）静岡市市民婚活サポーター

の活用について】 

50 名ほど動員を行うイベントを織り交ぜていくこと

もご提案できれば と思っております。その中で、「静岡

市市民婚活サポーター」の動員に ついては 1 イベント

あたりどのくらいが可能でしょうか。これまでの事例含

めお教えいただけると幸いです。 

「静岡市市民婚活サポーター」は登録制の市民ボランティアであり、令和７年度

の募集は６月から開始します。登録後、イベント開催日に都合がつく方にサポー

トをお願いしていますので、開催時期等によって動員可能人数に差がある状況で

す。なお、令和６年度は最少で４人、最大で 11人にイベントのサポートをして

いただきました。 

 


